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1 H29.4.17 H29.6.13 売却区分番号第０４１０９号の不動産鑑定評価書 45 1 1 1 1 1

（条例７条２号）所在等の物件に関する情報、近隣地域の概況、地図や現況写真等は、財
産の状況に関する情報であって、公にすることにより、特定の個人を識別することができ
るものであるため。また、対象不動産の地域が特定できる情報であるため、公にすること
により、財産の状況が明らかになり、特定の個人を識別することができるものであるた
め。
（条例７条３号）所在等の物件に関する情報、近隣地域の概況、地図や現況写真等は、当
該財産の所有者が法人又は事業を営む個人の場合、法人に関する情報又は事業を営む個人
の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は当該事業を営む個
人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（条例７条４号）署名、押印を公にすることは、偽造等により当該作成者の財産等を脅か
すおそれがあるため。また、間取り図や現況写真を公にすることは住居不法侵入等の犯罪
の侵入経路の参考に使用されるおそれがあり、これらの情報が公にされることにより、当
該不動産の所有者が犯罪の被害者となり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があると認められるため。
（条例７条６号）所在等の物件に関する情報、近隣地域の概況、地図や現況写真等は、当
事者にとっては通常他人に知られたくない情報であり、公にすることで、情報提供者との
信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくおそれがあるなど行政運営に支障を
きたすため。

主税局新宿
都税事務所
徴収課

2 H29.5.26 H29.6.9
固定資産税・都市計画税　課税事務提要（昭和41年作成）
表紙、目次及びP.239～P.241

5 1
主税局資産
税部固定資
産税課

3 H29.6.6 H29.6.21
東京地方裁判所判決書（国家賠償請求事件）（口頭弁論終
結日　平成29年3月1日）

42 1 1 1

１　事件番号、原告名称（条例７条２号、６号）
　当該事項は事件が特定できる情報であるため、開示すれば裁判所において訴訟記録の閲
覧が可能となる。本事件の訴訟記録には、訴外である特定の個人に関する情報が含まれて
いる。よって、当該事項を公にしてしまうと、当該個人識別情報及び本処分で非開示とし
た情報を開示したのと同様の結果を招くため。
２　判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名、書記官名等（条例７条２号、６号）
　当該情報は、その他の開示された情報やホームページ、法律雑誌等に載っている情報と
照合することにより、請求対象の訴訟事件の特定につながり得る情報であり、公にしてし
まうと、請求に対して非開示とした情報や訴訟記録に含まれている訴外の特定の個人に関
する情報を開示することと同様の結果を招くため。
３　原告等個人の氏名及び住所（条例７条２号）
　当該事項は特定の個人を識別することができる情報であるため。
４　物件情報（条例７条６号）
　税務調査によって収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が
損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務
に支障を来すおそれがあるため。
５　税額関連情報（条例７条１号、６号）
　当該事項は賦課徴収事務により知り得た秘密であり、これを公にすることが地方税法第
22条に抵触するおそれがあるため。また評価額等の、課税標準額、税額を算出しうる情報
は、上記情報を開示することと同様の結果を招くため。さらに税務調査によって収集した
これらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において
任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるた
め。

主税局資産
税部計画課

4 H29.6.13 H29.6.22 東京都指定特約業者一覧（平成２９年４月１日現在） 5 1
主税局課税
部課税指導
課

5 H29.6.12 H29.6.26 H21,H24,H27,H30基準年度　鑑定評価業務委託実施要領 25 1
主税局資産
税部固定資
産評価課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

6 H29.6.12 H29.6.26
土地評価事務取扱要領付表17広大地補正率表におけるⅠ、
Ⅱの区分（補正率の違い）を設けた理由とその検討内容が
分かる文書

1
Ⅰ、Ⅱの区分を設けた当時における、当該区分を設けた理由とその検討内容が分かる文書
は、実施期間では保管しておらず、存在しない。

主税局資産
税部固定資
産評価課

表の見方 

＜決定区分＞ 

 ・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜（根拠規定）条例7条＞ 

 ・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。 

＜公文書の件名＞について 

 ・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。 

 ・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。 
 


